
四街道市芸術文化振興助成金交付に係る審査基準 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、四街道市芸術文化振興助成金交付要綱（平成６年告示第４９号。以

下「要綱」という。）第６条の審査に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この基準において使用する用語の意義は、要綱の例による。 

 （基準） 

第３条 要綱第１条に規定する「市民が行う」とは次に掲げるものをいい、審査の際は第

１号に該当するものを優先するものとする。 

 ⑴ 市民自らが要綱第２条第１項に規定する事業を行うもの 

 ⑵ 市民自らは要綱第２条第１項に規定する事業を行わないが、事業の企画や運営に参 

  加するもの 

第４条 要綱第２条第１項に規定する事業について、次に掲げる事業に該当するものを優

先する。 

⑴  企画事業（実行委員会等を組織して行うものとする。） 

⑵  記念事業、周年事業（おおむね１０周年以上のものとする。） 

２ 要綱第２条第１項ただし書の規定のほか、次に掲げる事業については要綱の助成金の

対象からは除くものとする。 

⑴  学校、企業、職能団体及びこれらに準ずる団体が行う活動 

⑵  教授所、教室等が行う稽古事等の発表活動 

⑶  団体の総会、集会等の活動 

⑷   販売、出版、寄付等を目的とした活動 

⑸   要綱の助成金のほかに公的な機関から補助金や委託費等が支出されている事業 

第５条 要綱第２条第２項に規定する事業の実施区域の優先順位は、次に掲げる順序とす

る。 

⑴  四街道市の区域内 

⑵  四街道市に隣接する市の区域 

２ 前項第２号に規定する区域で助成金の交付対象となる活動は、記念事業及び周年事業

のみとし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 国･県等公共団体により依頼があった場合 



(2) 施設の工事等により市内での会場の確保が困難な場合 

(3) 市長が特別に認める場合 

第６条 要綱第３条に規定する助成対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴  公演及びリハーサル、ゲネプロなどの直接的経費とし、練習に係るものは除く。 

⑵  主催団体の構成員に支払われる経費（賃金、謝金、手数料、委託料、交通費）は除  

く。 

⑶  主催団体又は、個人の所有となる備品（楽器、楽譜、事務機器、衣類等）は除く。 

第７条 要綱第４条第１項に規定する助成金の額については、次の各号に掲げるとおりと

する。 

⑴  企画事業は５０万円を上限とする。 

⑵  記念事業、周年事業は２０万円を上限とする。 

（審査） 

第８条 要綱第６条に規定する審査に当たっては、四街道市社会教育委員の審議を経るも

のとする。 

        

   附 則  

 この基準は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則  

 この基準は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則  

 この基準は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第４条第１項第２号について

は、平成２６年度以降の適用とする。 

附 則  

 この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


